
 

       

事業名 
～たばこを吸う人も吸わない人も快適に過ごせるまちの実現～ 

港区屋内喫煙所設置費等助成制度を拡充 

 

課 長  環境課  大浦 

☎   ０３－３５７８－２４８５（直通） 

係 長  環境課 環境政策係  星川 

☎   ０３－３５７８－２４８６（直通） 

ここが 

ポイント 

■助成対象となる喫煙場所面積を 

５．０㎡～から２．５㎡～に引き下げ

■維持管理費の助成期間の上限撤廃

■維持管理費の助成額を１５０万円

/年（１２．５万円/月）に増額 

予算額 １１３,５００千円 

区 分
□ 新規 

□ 臨時（□ 新規・□ 継続） 

■ レベルアップ 

概 要 

区は、たばこを吸う人も吸わない人も快適に過ごせるまちを実現するため、より分

煙効果が高い喫煙場所として、屋内喫煙場所と屋外密閉型喫煙場所の整備を積極

的に推進しています。 

コンビニエンスストアやコインパーキングなど、屋内喫煙場所の設置を検討され

る事業者の皆さんが利用しやすいよう、助成内容を拡充し、喫煙場所数の増加と運

営継続を促進し、分煙を進めます。 

 

 

■内容 設置費と維持管理費を拡充します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■対象者    民間事業者・区内建築物所有者   

■スケジュール 令和６年４月から新制度開始 

現行 令和６年４月から
５㎡未満　助成対象外 ２．５㎡以上５㎡未満

２００万円

５㎡以上１０㎡未満 ５㎡以上１０㎡未満

４００万円 ４００万円

１０㎡以上１５㎡未満 １０㎡以上１５㎡未満

６００万円 ６００万円

１５㎡以上２０㎡未満 １５㎡以上２０㎡未満

８００万円 ８００万円

２０㎡以上 ２０㎡以上

１０００万円 １０００万円

屋外密閉型 屋外密閉型

５㎡未満　助成対象外 ２．５㎡以上５㎡未満５００万円

５㎡以上　１０００万円 ５㎡以上　１０００万

１年目から５年目まで 助成年限なし

１４４万円/年（１２万円/月）
１５０万円/年
（１２．５万円/月）

６年目から１０年目まで

７２万円/年（６万円/月）

設置費

維持
管理費
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問合せ 

事業概要 

設置費と維持管理費を 

今回新たに拡充 

維持管理費活用例▲

設置費活用例▲

分煙を推進します 

令 和 ６ 年 1 月 ３ １ 日 

港区令和６年度予算案記者発表


